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(57)【要約】
【課題】解像度が高く高画質の３次元画像を、広い走査
範囲に亘って安定して取得することができる超音波診断
装置を提供する。
【解決手段】実施形態の超音波診断装置は、第１の方向
と、前記第１の方向に直交する第２の方向に配列される
複数の振動素子を具備し、前記第１の方向及び前記第２
の方向に２次元スキャンが可能なプローブと、前記プロ
ーブを保持し前記プローブを前記第２の方向に機械的に
移動させる移動デバイスと、前記第２の方向における前
記プローブの複数の移動位置毎に、前記複数の振動素子
で夫々受信される複数の反射信号を受信整相加算して第
１の受信信号を生成する受信回路と、前記プローブの前
記複数の移動位置毎に生成される前記第１の受信信号を
、前記プローブの位置情報に基づいて移動開口合成して
第２の受信信号を生成する移動開口合成部と、生成され
た前記第２の受信信号から画像データを生成する画像生
成部と、を備える。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１の方向と、前記第１の方向に直交する第２の方向に配列される複数の振動素子を具備
し、前記第１の方向及び前記第２の方向に２次元スキャンが可能なプローブと、
　前記プローブを保持し前記プローブを前記第２の方向に機械的に移動させる移動デバイ
スと、
　前記第２の方向における前記プローブの複数の移動位置毎に、前記複数の振動素子で夫
々受信される複数の反射信号を受信整相加算して第１の受信信号を生成する受信回路と、
　前記プローブの前記複数の移動位置毎に生成される前記第１の受信信号を、前記プロー
ブの位置情報に基づいて移動開口合成して第２の受信信号を生成する移動開口合成部と、
　生成された前記第２の受信信号から画像データを生成する画像生成部と、
を備える超音波診断装置。
【請求項２】
前記第２の方向の前記振動素子の配列数は、前記第１の方向の前記振動素子の配列数より
も少ない、
請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記受信整相加算は、被検体内の３次元空間の観測点から前記複数の振動素子までの遅
延が略同一となるように当該遅延を補正した後前記複数の反射信号をコヒーレント加算し
て前記第１の受信信号を生成する処理であり、
　前記移動開口合成は、前記プローブの移動に伴って変化する前記観測点からの遅延が、
前記プローブの夫々の位置において略同一となるように当該遅延を補正した後、前記第１
の受信信号をコヒーレント加算して前記第２の受信信号を生成する処理である、
請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
前記プローブの送信開口を複数の部分送信開口に分割し、前記複数の部分送信開口に夫々
対応する複数の仮想的な点音源を形成するように、前記複数の部分送信開口の夫々から超
音波信号を送信する送信部と、
　送信整相加算部と、をさらに備え、
　前記第１の受信信号は前記複数の部分送信開口に夫々対応する複数の受信信号であり、
　前記送信整相加算部は、前記複数の仮想的な点音源から前記観測点までの遅延が略同一
となるように当該遅延を補正した後、複数の前記第１の受信信号をコヒーレント加算する
送信開口合成を行って複数の受信信号を生成し、
　前記移動開口合成部は、送信開口合成された前記複数の受信信号から、前記第２の受信
信号を生成する、
請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記送信部は、前記第１の方向において、前記送信開口を前記複数の部分送信開口に分
割し、
　前記送信整相加算部は、前記第１の方向において前記送信開口合成を行う、
請求項４に記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記送信部は、前記第２の方向において、前記送信開口を前記複数の部分送信開口に分
割し、
　前記送信整相加算部は、前記第２の方向において前記送信開口合成を行う、
請求項４に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
第１の方向に配列される複数の振動素子を具備し、前記第１の方向に１次元スキャンが可
能なプローブと、
　前記プローブを保持し前記プローブを、前記第１の方向に直交する第２の方向に機械的
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に移動させる移動デバイスと、
　前記プローブの送信開口を複数の部分送信開口に分割し、前記複数の部分送信開口に夫
々対応する複数の仮想的な点音源を形成するように、前記複数の部分送信開口の夫々から
超音波信号を送信する送信部と、
　前記第２の方向における前記プローブの複数の移動位置毎に、前記振動素子で受信され
る被検体内の３次元空間の観測点からの複数の反射信号を受信整相加算して、前記複数の
部分送信開口に夫々対応する複数の第１の受信信号を生成する受信整相加算部と、
　前記複数の仮想的な点音源から前記観測点までの遅延が略同一となるように当該遅延を
補正した後、複数の前記第１の受信信号をコヒーレント加算して送信開口合成する送信整
相加算部と、
　前記送信開口合成された複数の受信信号を、前記プローブの位置情報に基づいて移動開
口合成して第２の受信信号を生成する移動開口合成部と、
　生成された前記第２の受信信号から画像データを生成する画像生成部と、
を備える超音波診断装置。
【請求項８】
前記受信整相加算は、前記複数の振動素子までの遅延が略同一となるように当該遅延を補
正した後前記複数の反射信号をコヒーレント加算して前記第１の受信信号を生成する処理
であり、
　前記移動開口合成は、前記プローブの移動に伴って変化する前記観測点からの遅延が、
前記プローブの夫々の位置において略同一となるように当該遅延を補正した後、前記第１
の受信をコヒーレント加算して前記第２の受信信号を生成する処理である、
請求項７に記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記送信部は、前記第１の方向において、前記送信開口を前記複数の部分送信開口に分
割し、
　前記送信整相加算部は、前記第１の方向において前記送信開口合成を行う、
請求項７に記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
複数の振動素子を具備するプローブと、
　前記プローブを保持し前記プローブを機械的に移動させる移動デバイスと、
　前記プローブの複数の移動位置毎に、前記複数の振動素子で夫々受信される複数の反射
信号を受信整相加算して第１の受信信号を生成する受信整相加算部と、
　前記プローブの前記複数の移動位置毎に生成される複数の前記第１の受信信号を、前記
プローブの位置情報に基づいて移動開口コンパウンド処理して第２の受信信号を生成する
移動開口コンパウンド処理部と、
　生成された前記第２の受信信号から画像データを生成する画像生成部と、
を備える超音波診断装置。
【請求項１１】
　前記受信整相加算は、被検体内の３次元空間の観測点から前記複数の振動素子までの遅
延が略同一となるように当該遅延を補正した後前記複数の反射信号をコヒーレント加算し
て前記第１の受信信号を生成する処理であり、
　前記移動開口コンパウンド処理は、前記プローブの移動に伴って変化する前記観測点か
らの遅延が、前記プローブの夫々の位置において略同一となるように当該遅延を補正した
後、前記複数の第１の受信信号をインコヒーレント加算して前記第２の受信信号を生成す
る処理である、
請求項１０に記載の超音波診断装置。
【請求項１２】
前記プローブの送信開口を複数の部分送信開口に分割し、前記複数の部分送信開口に夫々
対応する複数の仮想的な点音源を形成するように、前記複数の部分送信開口の夫々から超
音波信号を送信する送信部と、
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　送信整相加算部と、をさらに備え、
　前記第１の受信信号は前記複数の部分送信開口に夫々対応する複数の受信信号であり、
　前記送信整相加算部は、前記複数の仮想的な点音源から前記観測点までの遅延が略同一
となるように当該遅延を補正した後、複数の前記第１の受信信号をコヒーレント加算する
送信開口合成を行って複数の受信信号を生成し、
　前記移動開口コンパウンド処理部は、送信開口合成された前記複数の受信信号から、前
記第２の受信信号を生成する、
請求項１０に記載の超音波診断装置。
【請求項１３】
　前記プローブは第１の方向に１次元スキャンが可能であり、
　前記移動デバイスは、前記第１の方向に直交する第２の方向に前記プローブを移動させ
る、
請求項１１に記載の超音波診断装置。
【請求項１４】
前記移動開口コンパウンド処理部は、前記複数の第１の受信信号に対応するビームの点拡
がり関数であって、ディスプレイに表示する３次元再構成されたＭＰＲ断面方向、あるい
は３次元画像の表示方向に対するビームの点拡がり関数の特性より重み付けし、重み付け
された前記複数の第１の受信信号をインコヒーレント加算する、
請求項１０に記載の超音波診断装置。
【請求項１５】
前記移動開口コンパウンド処理部は、前記複数の受信信号に対応するビームの点拡がり関
数であって、生体構造の方向に対するビームの点拡がり関数の特性より重み付けし、重み
付けされた前記複数の受信信号をインコヒーレント加算する、
請求項１０に記載の超音波診断装置。
【請求項１６】
前記移動デバイスはロボットアームを備えて構成され、
　前記ロボットアームによる前記プローブの移動経路上において、前記プローブの位置、
速度、及び前記プローブの生体接触圧力の少なくとも一つの情報を取得する位置取得部、
を更に備え、
　前記移動開口合成部は、取得した前記少なくとも１つの情報に基づいて、前記第１の受
信信号を移動開口合成する、
請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項１７】
前記移動デバイスはロボットアームを備えて構成され、
　前記ロボットアームによる前記プローブの移動経路上において、前記プローブの位置、
速度、及び前記プローブの生体接触圧力の少なくとも一つの情報を取得する位置取得部、
を更に備え、
　前記移動開口合成部は、前記送信開口合成された前記複数の受信信号を、取得した前記
少なくとも１つの情報に基づいて移動開口合成して第２の受信信号を生成する、
請求項７に記載の超音波診断装置。
【請求項１８】
前記移動デバイスはロボットアームを備えて構成され、
　前記ロボットアームによる前記プローブの移動経路上において、前記プローブの位置、
速度、及び前記プローブの生体接触圧力の少なくとも一つの情報を取得する位置取得部、
を更に備え、
　前記移動開口コンパウンド処理部は、複数の前記第１の受信信号を、取得した前記少な
くとも１つの情報に基づいて前記空間コンパウンド処理して前記第２の受信信号を生成す
る、
請求項１０に記載の超音波診断装置。
【請求項１９】
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　前記移動開口コンパウンド処理部は、前記移動経路上において、同一対象領域に対して
異なる方向から複数のデータを取得し、取得した複数のデータに対して所定の演算を行っ
て３次元データを生成することにより、前記移動開口コンパウンド処理を行う、
請求項１８に記載の超音波診断装置。
【請求項２０】
　前記所定の演算は、信号強度又は信号対雑音比に基づく重み付け演算、最大値又は最小
値に基づく演算、及び異なる送信周波数で得られたデータに基づく演算、の少なくとも１
つを含む演算である、
請求項１９に記載の超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、超音波プローブに内蔵された振動素子から発生する超音波パルスや
超音波連続波を被検体内に放射し、被検体組織の音響インピーダンスの差異によって生じ
る超音波反射を振動素子により電気信号に変換して、被検体内の情報を非侵襲的に収集す
るものである。超音波診断装置を用いた医療検査は、超音波プローブを体表に接触させる
操作によって、各種の動画像データやリアルタイム画像データを容易に収集することがで
きるため、臓器の形態診断や機能診断に広く用いられている。
【０００３】
　また、３次元画像データを収集するために、１次元アレイを機械的に搖動させる４Ｄプ
ローブや２次元アレイプローブを備えた３Ｄ超音波診断装置や、３次元画像データをほぼ
リアルタイムで時系列に収集する４Ｄ超音波診断装置も知られている。
【０００４】
　さらに、超音波プローブをロボットアームに保持させ、熟練した操作者による体表面の
走査をプログラムしておくことにより、検査のスピードアップを図ることができるとする
超音波診断装置等も提案されている。
【０００５】
　１次元アレイプローブを機械的に搖動させて、或いは機械的に移動させて３次元画像を
収集しようとした場合、１次元アレイのスライス方向の開口が小さいことに起因して、良
好な画質の３次元画像を得ることが難しい。また、走査範囲が狭いことも実用を妨げる要
因となっている。
【０００６】
　また、２次元アレイプローブを用いて超音波ビームを２方向に電子走査することで３次
元画像を得ることができるが、２次元アレイプローブはプローブ形状が正方形となるため
、体表面にフィットしにくい。
【０００７】
　また、肋骨の間からの撮像を考慮すると、スライス方向の開口を１次元アレイと同程度
にする必要がある。この場合、スライス方向の開口が小さいことに起因して、１次元アレ
イと同様に、良好な画質の３次元画像を得ることが難しい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１０－８２３３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明が解決しようとする課題は、解像度が高く高画質の３次元画像を、広い走査範囲
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に亘って安定して取得することができる超音波診断装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　実施形態の超音波診断装置は、第１の方向と、前記第１の方向に直交する第２の方向に
配列される複数の振動素子を具備し、前記第１の方向及び前記第２の方向に２次元スキャ
ンが可能なプローブと、前記プローブを保持し前記プローブを前記第２の方向に機械的に
移動させる移動デバイスと、前記第２の方向における前記プローブの複数の移動位置毎に
、前記複数の振動素子で夫々受信される複数の反射信号を受信整相加算して第１の受信信
号を生成する受信回路と、前記プローブの前記複数の移動位置毎に生成される前記第１の
受信信号を、前記プローブの位置情報に基づいて移動開口合成して第２の受信信号を生成
する移動開口合成部と、生成された前記第２の受信信号から画像データを生成する画像生
成部と、を備える。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本実施形態に係る超音波診断装置の概略の構成を示す図。
【図２】本実施形態に係る超音波診断装置のより詳細な構成を示すブロック図。
【図３】（ａ）は、受信整相加算回路で形成されるアジマス方向のビームの概念を示す図
、（ｂ）は、固定焦点をもち、非ファンビーム形状を形成する超音波プローブのスライス
方向のビーム形状を例示する図、（ｃ）は、ファンビームが形成可能な超音波プローブの
スライス方向のビーム形状を例示する図。
【図４】開口合成処理の処理例を示すフローチャート。
【図５】ロボットアームによる超音波プローブの移動状況を模式的に示す図。
【図６】ロボットアームによる超音波プローブの移動状況を、超音波プローブのスライス
方向のビーム形状（ファンビーム）と共に例示する図。
【図７】開口合成処理の概念を説明する図。
【図８】２ＤＡプローブの振動素子の配列を例示する図。
【図９】２ＤＡプローブの振動素子の配列と、２ＤＡプローブの走査を説明する図。
【図１０】２ＤＡプローブのスライス方向への機械的な移動を説明する第１の図。
【図１１】２ＤＡプローブのスライス方向への機械的な移動を説明する第２の図。
【図１２】２ＤＡプローブの機械的な移動とビーム形成の概念を説明する第１の図。
【図１３】２ＤＡプローブの機械的な移動とビーム形成の概念を説明する第２の図。
【図１４】スライス方向の機械的な移動による開口合成処理に関するブロック図。
【図１５】１ＤＡプローブの機械的な移動とビーム形成の概念を説明する図。
【図１６】２ＤＡプローブのスキャン方向の開口合成の概念を説明する図。
【図１７】スキャン方向及びスライス方向の開口合成処理に関するブロック図。
【図１８】空間コンパウンド処理の処理例を示すフローチャート。
【図１９】スライス方向の機械的な移動による空間コンパウンド処理に関するブロック図
。
【図２０】スキャン方向及びスライス方向の空間コンパウンド処理に関するブロック図。
【図２１】ロボットアームによる超音波プローブの移動状況を、体表面の変動と共に例示
する図。
【図２２】３次元空間コンパウンド処理の概念を説明する図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態を添付図面に基づいて説明する。
【００１３】
　（全般及び構成）
　図１は、本実施形態に係る超音波診断装置１の概略の構成を示す図である。超音波診断
装置１は、超音波診断装置本体２００（以下、単に装置本体２００と呼ぶ）、超音波プロ
ーブ１２０、ロボットアーム１１０、及びロボットアーム制御部１４０を少なくとも備え
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る。ここで、ロボットアーム１１０は、超音波プローブ１２０を機械的に移動させる移動
デバイスの一例である。
【００１４】
　ロボットアーム１１０は、例えばその先端部において超音波プローブ１２０を保持し、
ロボットアーム制御部１４０からの制御信号にしたがって、超音波プローブ１２０を６自
由度で移動させることができる。６自由度で移動させることができるとは、例えば、互い
に直交するＸ軸方向、Ｙ軸方向、Ｚ軸方向の並進３方向成分（Ｘ、Ｙ、Ｚ）と、Ｘ軸周り
、Ｙ軸周り、Ｚ軸周りの回転３方向成分（θｘ、θｙ、θｚ）の６成分を任意の組み合わ
せで移動させることができるという意味である。換言すれば、ロボットアーム１１０は、
超音波プローブ１２０を３次元空間内で任意の位置、任意の傾きで設置し、任意の軌跡、
任意の速度で移動させることができる。
【００１５】
　ロボットアーム１１０には、アームセンサ１１１が設けられており、アームセンサ１１
１によって、ロボットアーム１１０の各部の動きを検出する。アームセンサ１１１として
、ロボットアーム１１０には少なくとも位置センサが設けられ、この位置センサによって
上記の６成分の位置を検出する。また、ロボットアーム１１０は位置センサに加えて、速
度センサをアームセンサ１１１として設けてもよいし、さらに、位置センサと速度センサ
に加えて、加速度センサをアームセンサ１１１として設けてもよい。
【００１６】
　また、ロボットアーム１１０は、アームセンサ１１１として、好ましくは圧力センサを
備える。超音波プローブ１２０の生体接触圧力は、超音波プローブアダプタ（保持部）１
２２を介してロボットアーム１１０に伝達し、ロボットアーム１１０に内蔵される圧力セ
ンサで検出される。
【００１７】
　上述したアームセンサ１１１に換えて、或いは、アームセンサ１１１に加えて、超音波
プローブ１２０自体に、圧力センサ、位置センサ、速度センサ、加速度センサ等のプロー
ブセンサ１１２を装着させるようにしてもよい。
【００１８】
　上記の位置センサ及び圧力センサの検出信号、或いはさらに速度センサや加速センサの
検出信号を加えたこれらの検出信号は、ロボットアーム制御部１４０のよるフィードバッ
ク制御に用いられる。ロボットアーム１１０は、所定の軌跡情報に従ってロボットアーム
制御部１４０で駆動される。軌跡情報は、超音波プローブ１２０の位置、傾き、移動経路
、移動速度、生体接触圧力等を規定する情報である。ロボットアーム制御部１４０は、こ
の軌跡情報と各アームセンサからの検出信号を用いて、超音波プローブ１２０が軌跡情報
に従って動くように、ロボットアーム１１０をフィードバック制御する。
【００１９】
　上述したように、ロボットアーム１１０は、ボットアーム制御部１４０による制御の下
、軌跡情報にしたがって、超音波プローブ１２０を被検体Ｐの体表面に沿って自動で移動
させることができる。
【００２０】
　一方、これに換えて、超音波プローブ１２０がロボットアーム１１０に保持された状態
で、操作者が超音波プローブ１２０を手動で移動させることもできる。この場合、ロボッ
トアーム１１０は、ロボットアーム制御部１４０から切り離されて、操作者による超音波
プローブ１２０の手動による操作にしたがって動くことになる。この場合においても、ロ
ボットアーム１１０に取り付けられている位置センサや圧力センサ等のアームセンサ１１
１は、動作し続けており、各アームセンサ１１１で検出した位置、速度、加速度や、生体
接触圧力等の検出信号は、装置本体２００に逐次送信される。
【００２１】
　図２は、上記の超音波診断装置１のより詳細な構成を示すブロック図であり、特に、装
置本体２００の細部構成を図示している。
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【００２２】
　上述したように、装置本体２００には、超音波プローブ１２０、ロボットアーム１１０
、アームセンサ１１１、アーム制御回路１４０（図１においては、ロボットアーム制御部
１４０）が接続される。
【００２３】
　装置本体２００は、送信回路２３１、受信回路２３２、第１の処理回路２１０、記憶回
路２４１、ディスプレイ２５０、入力デバイス２６０、及び第２の処理回路３００を備え
ている。
【００２４】
　送信回路２３１は、トリガ発生回路、遅延回路、パルサ回路等を有し、超音波プローブ
１２０に駆動信号を供給する。トリガ発生回路は、所定のレート周波数でレートパルスを
繰り返し発生する。遅延回路は、超音波プローブ１２０が有する振動素子毎に、レートパ
ルスを所定の遅延量だけ遅延させる回路であり、送信ビームを集束させる、或いは所望の
方向に指向させるための回路である。パルサ回路は、遅延させたレートパルスに基づいて
パルス信号を生成し、超音波プローブ１２０の各振動素子に印加する。
【００２５】
　超音波プローブ１２０は、被検体へ超音波信号を送信する一方、被検体内部からの超音
波反射信号を受信する。超音波プローブ１２０は１次元アレイ型（１Ｄアレイ）でもよい
し２次元アレイ型（２Ｄアレイ）でもよい。また、後述するように、１．２５Ｄアレイ、
１．５Ｄアレイ、或いは１．７５Ｄアレイでもよい。受信した超音波信号は各振動素子で
電気信号に変換され、受信回路２３２に供給される。
【００２６】
　受信回路２３２は、増幅回路、Ａ／Ｄ変換回路、受信整相加算回路２３４等を有する。
超音波プローブ１２０の各振動素子から供給されるアナログ受信信号を増幅回路で増幅し
たのち、Ａ／Ｄ変換回路でデジタル信号に変換する。その後、受信整相加算回路２３４に
おいて、振動素子毎に遅延量を与え、これらを加算することよって、所望のビーム方向に
対応する受信信号が形成される。なお、受信回路２３２の受信整相加算回路２３４で形成
されるビームは、超音波プローブ１２０内の振動素子の配列方向、即ち、アジマス方向の
ビームである。
【００２７】
　図３（ａ）は、受信整相加算回路２３４で形成されるアジマス方向のビームＢＡＺの概
念を示す図である。超音波プローブ１２０内の振動素子の１つ１つは、アジマス方向に広
いビーム幅をもつが、各振動素子からの受信信号を加算することによって、図３（ａ）に
示すように、ビーム幅の小さなビームＢＡＺが形成される。受信回路２３２の受信整相加
算回路２３４から出力される受信信号は、アジマス方向において細いビーム幅に対応する
ものの、図３（ｂ）、（ｃ）に示すように、エレベーション方向、即ちスライス方向にお
いては、超音波プローブ１２０の短手方向の大きさで定まる広いビーム幅のままである。
【００２８】
　スライス方向のビーム形状としては、図３（ｂ）に示すように、超音波プローブ１２０
のレンズ（図示せず）によって所定の距離に焦点をもつビーム形状ＢＥＬ１のタイプや、
図３（ｃ）に示すようにファンビームＢＥＬ２のタイプがある。図３（ｂ）に示すビーム
形状ＢＥＬ１は１Ｄアレイプローブに対応する。また、図３（ｃ）に示すようにファンビ
ームＢＥＬ２は、２Ｄアレイプローブ、或いは１．２５Ｄアレイプローブ、１．５Ｄアレ
イプローブ、１．７５Ｄアレイプローブで実現することができる。
【００２９】
　ここで、１Ｄアレイプローブとは、短手方向の開口が一定であり、固定焦点のプローブ
である。２Ｄアレイプローブとは、エレベーション方向が、アジマス方向と同様の素子配
列をもっており、両方向に電子走査や電子フォーカスが可能なプローブである。この中間
として、１．２５Ｄアレイプローブ、１．５Ｄアレイプローブ、１．７５Ｄプローブがあ
る。１．２５Ｄアレイプローブは、短手方向の開口が可変であるが、固定焦点のプローブ
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である。１．５Ｄアレイプローブは、短手方向の開口が可変であり、焦点距離も可変であ
るが、短手方向の超音波音場が中心軸に対称なプローブである。１．７５Ｄアレイプロー
ブは、短手方向の開口が可変、焦点距離も可変であり、短手方向の超音波音場も中心軸に
対称という制約がないプローブであり、エレベーション方向へのビーム走査は可能である
。ただし、エレベーション方向へのビーム走査の角度上限に制約がある。　
【００３０】
　図２に戻り、第１の処理回路２１０は、例えばプロセッサを具備し、プログラムが記憶
回路２４１に保存された所定のプログラムを実行することによって各種の機能を実現する
。第１の処理回路２１０は、例えば、Ｂモード処理機能２１１、カラーモード処理機能２
１２、ドップラモード処理機能２１３、走査制御機能２１４、画像解析機能２１５、３次
元画像処理機能２１６等を実現する。
【００３１】
　Ｂモード処理機能２１１は、受信信号に対して包絡線検波や対数変換処理等を施してＢ
モード画像を生成する。カラーモード処理機能２１２は、受信信号に対してＭＴＩフィル
タ処理や自己相関処理を施してカラーモード画像を生成する。ドップラモード処理機能２
１３は、受信信号に対してフーリエ変換処理等を施してスペクトラム画像を生成する。生
成されたＢモード画像、カラーモード画像、スペクトラム画像は、ＨＤＤ（Hard Disk Dr
ive）等で構成される記憶回路２４１に保存される。
【００３２】
　なお、Ｂモード処理機能２１１、ドップラモード処理機能２１３、ドップラモード処理
機能２１３の各機能を総称して、画像データ生成機能と呼ぶ。これらの各機能によって、
Ｂモード画像、カラーモード画像、スペクトラム画像等の各種の画像データが生成される
からである。
【００３３】
　また、後述する開口合成処理、送信整相加算処理、空間コンパウンド処理後のデータも
、Ｂモード処理機能２１１、カラーモード処理機能２１２、ドップラモード処理機能２１
３に供される。この場合、開口合成処理や、送信整相加算処理、或いは、空間コンパウン
ド処理が施されたＢモード画像、カラーモード画像、スペクトラム画像が生成されること
になる。
　生成されたこれらの画像や、これらの画像に関連するデータは、ディスプレイ２５０に
表示される。
【００３４】
　走査御機能２１４は、超音波信号の送受信の方向や、超音波プローブ１２０の移動方向
を制御し、被検体に対して超音波走査を行う。
【００３５】
　画像解析機能２１５は、Ｂモード画像、カラーモード画像、スペクトラム画像等に対し
て、各種の画像解析を行い、解析結果をディスプレイ２５０に表示させる。３次元画像処
理機能２１６は，位置情報付きで収集されたＢモードビームデータ、カラーモードビーム
データを３次元再構成して、ＭＰＲ（Multi-Planar Reconstruction/ Reformation）法に
て任意方向の断層像を生成したり，ＶＲ（Volume Rendering）法やＭＩＰ（Maximum Inte
nsity Projection）法で３次元画像を生成したりする。ディスプレイ２５０は、例えば液
晶パネル等を備える表示装置である。
【００３６】
　入力デバイス２６０は、操作者の操作等によって各種のデータや情報を入力するための
デバイスである。入力デバイス２６０は、例えば、キーボード、マウス、トラックボール
、ジョイスティック、タッチパネル等の操作デバイスや、音声入力デバイス等の各種の情
報入力デバイスを含み得る。
【００３７】
　記憶回路２４１は、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）等
の半導体メモリの他、及び、ＨＤＤ、光ディスク装置等の外部記憶装置を含む。
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【００３８】
　第２の処理回路３００は、第１の処理回路２１０と同様に、例えばプロセッサを具備し
、記憶回路２４１に保存された所定のプログラムを実行することによって各種の機能を実
現する。
【００３９】
　また、上記の第１の処理回路２１０、第２の処理回路３００の他、アーム制御回路１４
０もプロセッサを具備し、アーム制御回路１４０の内部、或いは記憶回路２４１に保存さ
れたプログラムを実行することによって所定の機能を実現する。
【００４０】
　上記説明において用いた「プロセッサ」という文言は、例えば、ＣＰＵ（Central Proc
essing Unit）や、専用又は汎用のプロセッサを含む。また、プロセッサによるソフトウ
ェア処理に換えて、ハードウェア処理によって各種の機能を実現することもできる。例え
ば、特定用途向け集積回路（Application Specific Integrated Circuit：ＡＳＩＣ）、
プログラマブル論理デバイス（例えば、単純プログラマブル論理デバイス（Simple Progr
ammable Logic Device：ＳＰＬＤ）、複合プログラマブル論理デバイス（Complex Progra
mmable Logic Device：ＣＰＬＤ）、及びフィールドプログラマブルゲートアレイ（Field
 Programmable Gate Array：ＦＰＧＡ））等のハードウェアで、第１の処理回路２１０、
第２の処理回路３００、及びアーム制御回路１４０を構成することもできる。また、プロ
セッサによるソフトウェア処理と、ハードウェア処理を組み合わせてもよい。
【００４１】
　第２の処理回路３００は、プローブ位置取得機能３１０、信号収集機能３１１、開口合
成処理機能３１２、空間コンパウンド処理機能３１３等を実現する。
【００４２】
　（動作）
　図４は、本実施形態にかかる超音波診断装置１の処理例を示すフローチャートである。
以下、図４のフローチャートの流れに沿って、第２の処理回路３００で実現する上記の各
機能、及びアーム制御回路１４０で実現する機能を具体的に説明する。
【００４３】
　ステップＳＴ１００はアーム制御回路１４０で実現する機能に対応する。ステップＳＴ
１００で、アーム制御回路１４０は、超音波プローブ１２０を保持したロボットアーム１
１０を、アレイの配列方向と直交する方向に移動させる。図５は、ロボットアーム１１０
による超音波プローブ１２０の移動の様子を模式的に示す図である。図５に示すように、
ロボットアーム１１０は、超音波プローブ１２０の長手方向（即ち、アレイの配列方向）
と直交する方向に、軌跡情報に従って超音波プローブ１２０を移動させる。軌跡情報は、
予め記憶回路２４１に保存されている。
【００４４】
　ステップＳＴ１０２はプローブ位置取得機能３１０に対応する機能である。ステップＳ
Ｔ１０２で、プローブ位置取得機能３１０は、ロボットアーム１１０に取り付けられてい
るアームセンサ１１１の出力信号、及び／又は、超音波プローブ１２０に取り付けられて
いるプローブセンサ１１２の出力信号から、ロボットアーム１１０が保持している超音波
プローブ１２０の位置情報を、超音波プローブ１２０の移動中に時々刻々取得する。取得
する位置情報は、超音波プローブ１２０の移動方向の位置だけでなく、３次元としての位
置情報であり、超音波プローブ１２０の向きや傾きに関する情報を含む。
【００４５】
　ステップＳＴ１０３は信号収集機能３１１に対応する機能である。ステップＳＴ１０３
で、信号収集機能３１１は、受信回路２３２から出力される受信信号を、超音波プローブ
１２０の移動中に時々刻々収集する。ここで収集する受信信号は、超音波プローブ１２０
の各振動素子のビーム形成前の受信信号か、アジマス方向にビーム形成された受信信号で
ある。アジマス方向にビーム形成された受信信号の場合、アジマス方向においては高い解
像度を有するものの、スライス方向（エレベーション方向）の解像度は、超音波プローブ
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１２０の短手方向の寸法に制約を受けているため、その解像度は低い。
【００４６】
　ステップＳＴ１０２とステップＳＴ１０３は、ロボットアーム１１０による超音波プロ
ーブ１２０の移動中に同時並行して行われる。収集した受信信号は、収集時における超音
波プローブ１２０の位置情報と関連付けられて、例えば、記憶回路２４１のＲＡＭに一時
的に保存される。
【００４７】
　図６は、ロボットアーム１１０による超音波プローブ１２０の移動の様子を、超音波プ
ローブ１２０のスライス方向（エレベーション方向）のビーム形状（ファンビーム）と共
に例示する図である。受信信号は、距離（被検体の深さ）方向の各サンプリング位置に対
応する信号として構成されるが、この受信信号が超音波プローブ１２０の移動位置ごとに
収集されて、記憶回路２４１に順次保存されていく。
【００４８】
　ステップＳＴ１０４は、開口合成処理機能３１２に対応するステップである。ステップ
ＳＴ１０４で、開口合成処理機能３１２は、記憶回路２４１から、開口合成処理の対象と
なる所定数Ｎの受信信号と、それらに対応する超音波プローブ１２０の位置情報を読み出
す。
【００４９】
　図７は、開口合成処理の概念を説明する図である。開口合成処理機能３１２は、間隔ｄ
ごとに収集された夫々の受信信号に所定の遅延量を与えたのちに、各受信信号をコヒーレ
ント加算する。これが開口合成処理である。コヒーレント加算とは、各受信信号の位相情
報を保持した状態で加算する、即ち、各受信信号を複素信号（或いはＩＱ信号）として加
算することである。この開口合成処理によって、スライス方向（エレベーション方向）に
ビーム幅の狭いビームを形成することができ、スライス方向（エレベーション方向）の解
像度を高めることができる。なお、本実施形態の開口合成は、超音波プローブ１２０を移
動させながらプローブの開口を合成する処理であるため、移動開口合成処理、或いは移動
開口整相加算とも呼ぶ。
【００５０】
　次に、超音波プローブ１２０として、２次元アレイプローブ（以下、２ＤＡプローブと
呼ぶ）を利用した場合を例に挙げて、本実施形態の開口合成処理について詳述する。
【００５１】
　図８は、２ＤＡプローブの振動素子の配列の模式図である。スキャン方向のみならず、
スライス方向にも振動素子が分割され、振動素子が２次元に配列されている。各振動素子
が装置本体２００に電気的に接続され、超音波信号が送受信される。
【００５２】
　図９は、２ＤＡプローブの走査に関する模式図である。通常利用される１次元アレイプ
ローブ（以下、１ＤＡプローブと呼ぶ）と同様に、２ＤＡプローブもリアルタイムの断層
像を表示することができる。２ＤＡプローブは、任意の方向の断層像を生成可能であるが
、図９（ａ）に示すように、素子数が多い方向、言い換えれば、画質が最良の断面方向を
スキャン方向とする。また、スキャン方向に直交する方向をスライス方向とする。
【００５３】
　スライス方向は、１ＤＡプローブにおいて、音響レンズのよってビーム形成をする方向
に相当する。２ＤＡプローブは、総素子数の制約やプローブの形状の制約により、振動素
子の配列に異方性があることが多い。
【００５４】
　図９（ｂ）に示すように、基本的に、スキャン方向にリアルタイムの断層像が形成され
る。一方、スライス方向の振動素子もスライス方向のビーム形成に寄与する。２ＤＡプロ
ーブでは、スライス方向のビーム形成を電子的に制御することにより、断層像をスライス
方向に移動させることができる。２ＤＡプローブを用いてボリュームデータを取得すると
きは、スキャン方向に形成される断層面をスライス方向に移動させる。
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【００５５】
　スライス方向の断層像は、電子的にだけでなく、機械的にも移動させることができる。
図１０は、本実施形態のロボットアーム１１０を用いて、２ＤＡプローブを機械的な方法
で移動させている状態を例示する図である。２ＤＡプローブをスキャン方向に走査するこ
とによって、プローブ直下に断層像を形成する。そして、機械的な方法で２ＤＡプローブ
を移動させることによって、断層像をスライス方向に移動させ、プローブ直下のボリュー
ムデータを取得する。さらに、機械的な方法で２ＤＡプローブを移動させながら、ボリュ
ームデータを継続的に取得する。
【００５６】
　図１１は、２ＤＡプローブのスライス方向への機械的な移動を模式的に示す図である。
２ＤＡプローブの開口中心の直下に形成されるスキャン面に着目して、超音波ビームと空
間内の観測点の関係を説明する。
【００５７】
　図１１（ａ）は、２ＤＡプローブの振動素子面と、その直下のスキャン面との関係を説
明する図である。生体内のある深さに、２ＤＡプローブの振動素子面と平行な仮想面を設
定し、超音波ビームが通過する観察点を設定する。２ＤＡプローブの振動素子面の直下の
スキャン面と仮想面との交線上で超音波ビームが通過する観察点をＰ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ
４、Ｐ５として、５本の超音波ビームの観察点を仮定する。
【００５８】
　図１１（ｂ）は、図１１（ａ）の状態をスキャン方向に沿って見た（即ち、２ＤＡプロ
ーブの移動方向と直交する方向から見た）ものである。この状態では、スキャン面が観察
点Ｐ１を通過している。なお、スライス方向の２ＤＡプローブの開口幅をＤとしている。
図１１（ｃ）は、２ＤＡプローブが図１１（ｂ）の位置から機械的に距離Δdだけ移動し
た状態をスキャン方向に沿って見たものである。プローブの直下のスキャン面が、観察点
Ｑ１を通過する位置に移動している。図１１（ｄ）は、２ＤＡプローブが図１１（ｃ）の
位置からさらに機械的に距離Δdだけ移動して、スキャン面が、観察点Ｒ１を通過する位
置に移動した状態をスキャン方向に沿って見たものである。
【００５９】
　なお、図１１（ａ）では、観察点Ｑ１を含むスキャン面と仮想面の交線上にある観察点
を、Ｑ１～Ｑ５として図示している。同様に、観察点Ｒ１を含むスキャン面と仮想面の交
線上にある観察点を、Ｒ１～Ｒ５として図示している。２ＤＡプローブを機械的に移動さ
せることにより、プローブ直下のスキャン面の観察位置は移動する。
【００６０】
　図１２は、ロボットアーム１１０を用いて２ＤＡプローブを機械的に移動させて、開口
合成する処理を説明する第１の図である。
【００６１】
　図１２（a）－（ｃ）に示す２ＤＡプローブの各位置は、図１１（ｂ）－（ｄ）に示す
２ＤＡプローブの各位置に夫々対応している。つまり、図１２（a）－（ｃ）において、
図１１（ｂ）－（ｄ）と同様に、プローブ直下のスキャン面は、Ｐ１からＱ１へ、そして
、Ｑ１からＲ１へと移動している。
【００６２】
　一方、開口合成処理を行う場合には、図１２（a）－（ｃ）中に矢印で示すように、図
１２（a）－（ｃ）の各位置において、共通の観察点を通過するビームを形成する。例え
ば、図１２（a）の位置において、観察点Ｐ１を通過するビームを形成してデータを収集
する。そして、図１２（ｂ）の位置においても、２ＤＡプローブを電子的にスライス方向
に走査して、観察点Ｐ１を通過するビームも形成して、データを収集する。同様に、図１
２（ｃ）の位置においても、２ＤＡプローブを電子的にスライス方向に走査して、観察点
Ｐ１を通過するビームも形成して、データを収集する。
【００６３】
　図１３は、ロボットアーム１１０を用いて２ＤＡプローブを機械的に移動させて、開口
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合成する処理を説明する第２の図である。図１３（a）－（ｃ）は、図１２（a）－（ｃ）
に夫々対応する図であり、図１３（a）－（ｃ）の各位置において、観察点Ｐ１からのエ
コー信号が収集されることを示している。
【００６４】
　図１３（a）－（ｃ）の各位置において、観察点Ｐ１からのエコー信号を収集した後、
図１３（ｄ）に示すとおり、図１３（a）－（ｃ）にて収集された観察点Ｐ１からのエコ
ー信号により開口合成を行うことができる。すなわち、図１３（a）－（ｃ）の各位置で
得られた観測点Ｐ１からのエコー信号に、所定の遅延を設定してコヒーレントに加算する
ことにより開口合成を実施する。この開口合成により、スライス方向の開口幅が、Ｄから
、Ｄ＋２＊Δｄに増大した効果が得られ、スライス方向の空間分解能が向上する。
【００６５】
　上記の開口合成は、図２に示した開口合成処理機能３１２によって行われる。図１４は
、開口合成処理機能３１２に関わる、より詳細な機能を示すブロック図である。
　今、図１３（a）、（ｂ）、（ｃ）に示す２ＤＡプローブの位置を、夫々Ａ位置、Ｂ位
置、Ｃ位置とする。まず、２ＤＡプローブがＡ位置にあるとき、２ＤＡプローブの各受信
チャネルの信号は、受信回路２３２の受信整相加算回路２３４において、各チャネルに所
望の遅延を加えて加算される。この結果、２ＤＡプローブがＡ位置にあるときの、観察点
Ｐ１に対応したエコー信号が得られる。
【００６６】
　次に、プローブがロボットアームなど機械的な方法で移動する。移動手段がロボットア
ームの場合は、アーム制御回路１４０、又はアームセンサ１１１から、２Ｄプローブの部
より位置情報を取得し、プローブ位置取得機能３１０にて遅延量を決定する。各移動時に
観察点Ｐ１に対応するエコー信号は、受信信号収集機能３１１aによって記憶回路２４１
に記録さる。
【００６７】
　スライス方向開口合成処理機能３１２ａのスライス遅延補正機能３２０は、決定された
遅延量をエコー信号の移動位置に対応させて加えて補正する。その後、加算機能（１）３
２１によってコヒーレントに加算することにより、スライス方向の開口合成を実現する。
スライス遅延補正機能３２０と加算機能（１）３２１とによって、スライス方向開口合成
処理機能（即ち、移動開口整相加算機能）３１２ａを構成する。
【００６８】
　機械的な移動手段として、ロボットアームを例示したが、機械的なプローブの揺動制御
機構を内蔵したメカニカル４Ｄプローブで、実現しても良い。プローブの位置情報は、メ
カニカル４Ｄプローブのモータの駆動回路等より取得することができる。
【００６９】
　図１５は、１次元アレイプローブ（以下、１ＤＡプローブと呼ぶ）を用いて開口合成を
行う処理の概念を示す図である。１ＤＡプローブは、スライス方向でビームを偏向させる
ことができない。その一方、音響レンズにより直下方向に固定的な指向性がある。図１５
では、音響レンズの作るビーム形状をハッチングで模式的に示している。スライス方向の
開口中心より音響レンズの焦点で定まるビームが形成される。
【００７０】
　図１５（ａ）－（ｃ）に示したように、１ＤＡプローブの移動により、観察点Ｐ１を通
過するビーム位置は変化する。図１５（ａ）－（ｃ）で得られた各エコー信号に、観測点
Ｐ１に対する遅延を設定してコヒーレントに加算することにより開口合成の効果を得るこ
とができる。スライス方向の開口幅が、Ｄから（Ｄ＋２＊Δｄ）に増大した効果が得られ
る。
【００７１】
図１３の２ＤＡプローブの場合と図１５の１ＤＡプローブとの差異は、観察点Ｐ１の開口
合成前に実現されているビーム幅にある。２ＤＡプローブでは、観察点Ｐ１に指向したビ
ームを形成できる。細いビーム幅の状態で、開口をずらして加算することにより開口合成
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が行われる。一方、１ＤＡプローブでは、図１５の模式図のとおり、太いビーム幅の状態
で開口合成が行われる。
【００７２】
　１ＤＡプローブを用いた開口合成の処理の流れ及び機能ブロックは、図１４と共通であ
る。但し、信号収集機能（１）で収集されるエコー信号は互いに異なる。２ＤＡプローブ
で収集されるエコー信号は、２ＤＡプローブの各移動位置において、Ｐ１、Ｑ１、Ｒ１の
各々が分離されたエコー信号が収集される。これに対して、１ＤＡプローブでは、Ｐ１、
Ｑ１、Ｒ１が分離されず、合成された共通のエコー信号となる。この共通のエコー信号に
対して、スライス遅延補正機能により、Ｐ１、Ｑ１、Ｒ１の夫々に対応する遅延量が補正
されて、開口合成が実施される。
　なお、図１３及び図１５に示す開口合成は、プローブを移動させて行う開口合成である
ため、移動開口合成と呼ぶ場合がある。
【００７３】
　図１６は、２ＤＡプローブの開口合成の変形例として、スキャン方向に送信整相加算し
て、送信開口合成処理を行う動作の概念を説明する図である。前述した移動開口合成は、
２ＤＡプローブをスライス方向に移動させながら、スライス方向に開口合成処理を行うの
に対して、以下に説明する送信開口合成は、２ＤＡプローブを同じくスライス方向に移動
させつつも、スキャン方向（即ち、２ＤＡプローブの移動方向に直交する方向）に開口合
成する処理であることに留意されたい。図１６（ａ）は図１１（ａ）と同じ図である。図
１６（ｂ）の上部には、２ＤＡプローブのスキャン方向の振動素子の配列を模式的に示し
ている。ここでは、簡単のために振動素子は、素子ＥＬ１～素子ＥＬ７の７素子としてい
る。
【００７４】
　またここでは、送信開口として、送信開口ＡＰ１～送信開口ＡＰ３の３種類を想定する
。送信開口ＡＰ１は、素子ＥＬ１～素子ＥＬ３の３つの振動素子から構成される第１の送
信用振動素子群に対応する。また、送信開口ＡＰ２は、素子ＥＬ２～素子ＥＬ４の３つの
振動素子から構成される第２の送信用振動素子群に対応し、同様に、送信開口ＡＰ３は、
素子ＥＬ３～素子ＥＬ５の３つの振動素子から構成される第３の送信用振動素子群に対応
する。一方、受信開口は、素子ＥＬ１～素子ＥＬ６の６つの振動素子から構成される受信
用振動素子群に対応するものとしている。
【００７５】
　送信開口ＡＰ１では、素子ＥＬ１～素子ＥＬ３の３つの振動素子によって形成される仮
想的な点音源、即ち送信焦点Ｆ１、に向かって超音波ビームが送信される。言い換えると
、送信開口ＡＰ１による送信では、所定の焦点位置に送信焦点Ｆ１が形成されるように、
送信開口ＡＰ１を構成する素子ＥＬ１～素子ＥＬ３の夫々の送信遅延量を設定している。
今、観察点をＰ３とする。送信開口ＡＰ１より送信された超音波ビームは、送信焦点Ｆ１
を通過し、ビームが広がりながら観察点Ｐ３も通過する。観察点Ｐ３で反射或いは散乱さ
れた超音波信号は、素子ＥＬ１～素子ＥＬ６からなる６つの振動素子で受信される。６つ
の振動素子で受信された夫々の超音波信号に対して受信整相加算を行うことにより、送信
開口ＡＰ１からの送信に対応する、観察点Ｐ３からのエコー信号が生成される。
【００７６】
　ここで、受信整相加算とは、ある観測点のエコー信号を生成するために、この観測点か
ら複数の受信素子までの夫々の伝搬距離の差異に起因する相対的な遅延時間が略同一とな
るように各受信信号の遅延時間を補正した上で、各受信信号を加算することである。上記
の例では、観測点Ｐ３から素子ＥＬ１～素子ＥＬ６までの夫々の伝搬距離の差異に起因す
る相対的な遅延時間が同一となるように素子ＥＬ１～素子ＥＬ６の受信信号の遅延時間を
補正した上で、各受信信号をコヒーレント加算することである。
【００７７】
　同様に、送信開口ＡＰ２では、素子ＥＬ２～素子ＥＬ４の３つの振動素子によって形成
される仮想的な点音源、即ち送信焦点Ｆ２、に向かって超音波ビームが送信される。送信
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焦点Ｆ２を通過後、ビームが広がりながら観察点Ｐ３も通過する。その後、観察点Ｐ３で
反射或いは散乱された超音波信号は、素子ＥＬ１～素子ＥＬ６からなる６つの振動素子で
受信される。６つの振動素子で受信された夫々の超音波信号に対して、上記と同様の受信
整相加算を行うことにより、送信開口ＡＰ２からの送信に対応する、観察点Ｐ３からのエ
コー信号が生成される。
【００７８】
　また同様に、送信開口ＡＰ３では、素子ＥＬ３～素子ＥＬ５の３つの振動素子によって
形成される仮想的な点音源、即ち送信焦点Ｆ３、に向かって超音波ビームが送信される。
送信焦点Ｆ３を通過後、ビームが広がりながら観察点Ｐ３も通過する。観察点Ｐ３で反射
或いは散乱された超音波信号は、素子ＥＬ１～素子ＥＬ６からなる６つの振動素子で受信
される。６つの振動素子で受信された夫々の超音波信号に対して、上記と同様の受信整相
加算を行うことにより、送信開口ＡＰ３からの送信に対応する、観察点Ｐ３からのエコー
信号が生成される。
【００７９】
　送信開口ＡＰ１～ＡＰ３を順次切り替えることによって、各送信焦点（即ち、各点音源
）がＦ１～Ｆ３へと更新される。そして、送信開口ＡＰ１～ＡＰ３の夫々に対応した観測
点Ｐ３からの３つのエコー信号が得られる。
　これら３つのエコー信号は、受信側のパス長の差異（即ち、観測点Ｐ３から素子ＥＬ１
～素子ＥＬ６までの距離の差異）に関しては受信整相加算によって補正されているものの
、送信側のパス長は、送信開口ＡＰ１～ＡＰ３で夫々異なっている。つまり、各送信焦点
Ｆ１～Ｆ３から、観測点Ｐ３までの伝搬距離がそれぞれ異なっている。
【００８０】
　そこで、更新された各点音源と観察点Ｐ３との距離に応じた遅延時間を求め、送信開口
ＡＰ１～ＡＰ３の送信に対応する夫々の観測点Ｐ３からの３つのエコー信号を、この遅延
時間が同一となるように補正した上でコヒーレント加算する処理を行っている。この処理
を送信整相加算と呼んでいる。また、この送信整相加算により開口合成の効果が得られる
ため、この処理を送信開口合成とも呼んでいる。
【００８１】
　言い換えると、送信整相加算或いは送信開口合成とは、１つの送信開口を、例えばスキ
ャン方向に、互いにオーバラップする複数の部分送信開口に分割し、複数の部分送信開口
からの夫々の送信に対応する複数の受信信号を取得し、複数の部分送信開口で夫々形成さ
れる複数の送信焦点位置と、所定の観測点までの遅延時間が略同一となるように前記複数
の受信信号の遅延時間を補正した上で、前記複数の受信信号を加算することにより、所定
の観測点のエコー信号を生成する処理、のことである。
【００８２】
　上記の送信開口合成を行わない場合、送信焦点は、図１６（ｂ）に示すＦ１等の位置の
ように、設定された深さに固定される。焦点Ｆ１の手前と遠位では、図１６（ｂ）に示す
ように、送信の超音波ビームは広がっている。これに対して、上述した送信開口合成を行
うことにより、焦点以外の観察点Ｐ３においても、超音波ビームを細くすることができる
。
【００８３】
　本実施形態ではスキャン方向に送信開口合成を行っている。スキャン方向の送信開口合
成を行うことにより、スキャン方向において、被検体の浅部から深部まで、超音波ビーム
のビーム幅を細くかつ均一にすることができ、スキャン方向の解像度を高めることができ
る。さらに、送信開口合成、即ち送信整相加算により、複数の送信開口に夫々対応する複
数の受信信号が加算されるため、信号対雑音比が向上し、感度も向上する。
【００８４】
　さらに、本実施形態では、上述のスキャン方向の送信開口合成と、図１３及び図１５に
示したスライス方向の移動開口合成とを併用している。この結果、スキャン方向のビーム
幅だけでなく、スライス方向のビーム幅も細くすることができ、スキャン方向、スライス
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方向共に解像度の高い画像が得られる。
【００８５】
　図１７は、上記のスキャン方向の送信開口合成と、スライス方向の開口合成とを併用す
る処理のブロック図である。２ＤＡプローブの各受信チャネルの信号は受信回路２３２の
受信整相加算回路２３４にて、各チャネルに所定の遅延が与えられて整相加算（即ち、受
信整相加算）され、観察点Ｐ３に対応したエコー信号となる。まず、送信開口ＡＰ１の観
察点Ｐ３に対応したエコー信号が、信号収集機能（２）３１１ｂによって、記憶回路２４
１に記憶される。同様に、送信開口ＡＰ２および送信開口ＡＰ３の観察点Ｐ３に対応する
エコー信号が生成され、同じく記憶回路２４１に記憶される。送信開口ＡＰ１、送信開口
ＡＰ２および送信開口ＡＰ３に各々対応したエコー信号について、観察点Ｐ３の位置から
のエコー信号が整相加算（即ち、送信整相加算）される。送信整相加算は、スキャン方向
送信開口合成処理機能（送信整相加算機能）３１２ｂの送信遅延補正機能３２３により、
記憶された各エコー信号に所定の遅延が与えられ、さらに、加算機能（２）３２４で加算
されることによって行われる。この結果、スキャン方向の送信開口合成が行われた観察点
Ｐ３のエコー信号が生成される。
【００８６】
　スキャン方向の送信開口合成が行われた観察点Ｐ３のエコー信号に対して、スライス方
向開口合成処理機能（即ち、移動開口整相加算機能）３１２ａにより、スライス方向の開
口合成が行われる。プローブがロボットアームなど機械的な方法で移動する。移動手段が
ロボットアームの場合は、アーム制御回路１４０又はアームセンサ１１１からプローブの
位置情報を取得し、プローブ位置取得機能３１０により、各プローブ位置に応じた遅延量
が決定される。一方、観察点Ｐ３に対応するエコー信号は、プローブの移動位置ごとに、
信号収集機能（１）３１１ａによって記憶回路２４１に記録される。その後、記憶された
各エコー信号に対して、決定された遅延が与えられ、加算機能（１）３２１にて各移動位
置のエコー信号がコヒーレントに加算されて、スライス方向の開口合成が実現される。
【００８７】
　スライス方向の開口合成には、図１３に示すようにスライス方向にビームを偏向させて
、観察点Ｐ３での開口合成を実施する方法と、図１５にようにスライス方向にビームを偏
向させることなく、観察点Ｐ３でのスライス方向の開口合成を行う方法がある。
【００８８】
　上記の実施例について、種々の変形が可能である。図１６に示したスキャン方向の送信
開口合成は、２ＤＡプローブにおいては、スライス方向に適用することが可能である。す
なわち、プローブの移動前に、スライス方向に図１６に示した送信開口合成を行い、さら
に、プローブの移動後に、図１３に示したスライス方向の移動開口合成を行う。
【００８９】
　あるいは、１ＤＡプローブ及び２ＤＡプローブにおいて、図１６に示したスキャン方向
の開口合成のみを行い、図１３に示したプローブ移動を伴うスライス方向の開口合成は行
わないことも選択肢となる。
【００９０】
　また、１ＤＡプローブにおいては、図１５に示したプローブ移動を伴うスライス方向の
開口合成に、図１６に示したスキャン方向の開口合成を組み合わせることも可能である。
【００９１】
　また、スキャン方向の開口合成と、スライス方向の開口合成との間で、超音波の送受信
条件を変えて行うことが可能である。また例えば、送受信の周波数、開口幅、焦点などの
送受信条件の組み合わせを変えることも可能である。
【００９２】
　上記の開口合成処理が成立するためには、超音波の体内波長よりも十分に小さい精度で
超音波プローブ１２０を精度良く移動させる必要がある。操作者が手動で超音波プローブ
１２０を単に手にもって移動させても、このような精度を確保することはほぼ不可能であ
り、超音波プローブ１２０をロボットアーム１１０に保持して移動させることによっては
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じめて実現できる。
【００９３】
　ここまでは、超音波プローブ１２０を機械的に移動させて開口合成する処理について説
明してきたが、実施形態の超音波診断装置１は、超音波プローブ１２０を機械的に移動さ
せて空間コンパウンド処理を行うこともできる。以下、本実施形態の空間コンパウンド処
理について説明する。なお、本実施形態の空間コンパウンド処理は、超音波プローブ１２
０の開口を機械的に移動させながら行うため、移動開口コンパウンド処理とも呼ぶ。
【００９４】
　図１８は、本実施形態の空間コンパウンド処理の処理例を示すフローチャートである。
ステップＳＴ１００からステップＳＴ１０３までの処理は、上述した開口合成処理と同じ
であるため、説明を省略する。ステップＳＴ１０５において空間コンパウンド処理を実施
する。
【００９５】
　ステップＳＴ１０５は、図２における空間コンパウンド処理機能３１３に対応するステ
ップである。空間コンパウンド処理とは、同じ位置対して異なる方向から送受信して得ら
れる複数の受信信号を、インコヒーレント加算する処理である。インコヒーレント加算と
は、受信信号の位相情報を取り除いて加算する処理であり、例えば、複素信号として得ら
れた各受信信号を振幅信号に変換してから加算する処理である。空間コンパウンド処理に
より、実質部の均一性が増加し、病変部の辺縁エコーのつながりが向上する、といった効
果が得られる。
【００９６】
　開口合成処理のない従来の１次元アレイプローブを用いた空間コンパウンド処理は、２
次元空間、即ちアジマス面内での空間コンパウンド処理であった。これに対して、本実施
形態では、次元数が増えて３次元空間での空間コンパウンド処理が可能となるため、空間
コンパウンドの効果をより一層高めることが可能となる。
【００９７】
　図１９は、空間コンパウンド機能に関する機能ブロックである。実施形態の超音波診断
装置１は、空間コンパウンド処理を行うために、移動開口コンパウンド機能としてのスラ
イス方向空間コンパウンド機能３１３ａを有する。移動開口コンパウンド機能は、スライ
ス遅延補正機能３２０と、加算機能（３）３１３ｂとを有する。
【００９８】
　開口合成処理と同様に、空間コンパウンド処理においても、２ＤＡプローブを機械的に
移動させ、観測点Ｐ１に対応するエコー信号を、２ＤＡプローブの移動位置ごとに収集す
る。その後、収集したエコー信号に、プローブ位置に応じた遅延量を与える。したがって
、図１９における受信整相加算回路２３４、信号収集機能（１）３１１ａ、プローブ位置
取得機能３１０、及びスライス遅延補正機能３２０は、図１４に示すものと実質的に同じ
である。空間コンパウンド処理と開口合成処理との差異は加算機能にある。
【００９９】
　開口合成処理では、図１４の加算機能（１）３２１において、プローブ位置ごとに得ら
れる複数のエコー信号をコヒーレント加算することによって開口合成を行っているのに対
して、空間コンパウンド処理では、図１９の加算機能（３）３３０において、プローブ位
置ごとに得られる複数のエコー信号をインコヒーレント加算することによって空間コンパ
ウンド処理を実現している。
【０１００】
　図２０は、空間コンパウンド処理を、スライス方向だけでなく、スキャン方向に対して
も行う処理の機能ブロック図である。図２０に示す空間コンパウンド処理機能は、図１７
に示す開口合成処理に対応するものである。
【０１０１】
　図２０では、図１９に示す構成に加えて、信号収集機能（２）３１１、及びスキャン方
向送信コンパウンド処理機能３１３ｂを有する。スキャン方向送信コンパウンド処理機能
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３１３ｂは、さらに、送信遅延補正機能３２３、及び加算機能（４）３３１を有する。
　ここで、信号収集機能（２）３１１、及び、送信遅延補正機能３２３は、図１７に示す
ものと同じである。
【０１０２】
　一方、開口合成処理を行う図１７の加算機能（２）３２４では、複数の信号をコヒーレ
ント加算しているのに対して、空間コンパウンドを行う図２０の加算機能（４）３３１で
は、複数の信号をインコヒーレント加算している点で相違している。加算機能（３）３３
０によるインコヒーレント加算と、加算機能（４）３３１によるインコヒーレント加算に
より、スライス方向とスキャン方向において、空間コンパウンド処理が可能となる。
【０１０３】
　上記の空間コンパウンドの実施例について、種々の変形が可能である。例えば、空間コ
ンパウンド処理と開口合成処理を組み合わせることが可能である。また、スキャン方向の
空間コンパウンド処理は、図２０に示したスキャン方向送信コンパウンド処理機能３１３
による方式に限定されない。例えば、スキャン方向においては、同一観察点に電子スキャ
ンにより複数回異なる方向で走査することが可能であり、それらのエコー信号を空間コン
パウンド処理することが可能である。
【０１０４】
　また、空間コンパウンドを行う際に、超音波の送受信条件を変えて行うことが可能であ
る。例えば、送受信の周波数、開口幅、焦点など所望の条件を組み合わせることが可能で
ある。また、コンパウンド処理は空間方向に限定されない。周波数を利用したコンパウン
ド処理を組み合わせることが可能である。
【０１０５】
　ところで、ロボットアーム１１０で超音波プローブ１２０を移動させる場合でも、超音
波プローブ１２０を被検体の体表面に接触させた状態で移動させる必要がある。このため
、ロボットアーム１１０を移動させるための軌跡情報に所定の生体接触圧力を含ませるこ
とができる。そして、ロボットアーム１１０の圧力センサの検出値がこの生体接触圧力と
一致するようにロボットアーム１１０を駆動することにより、超音波プローブ１２０を、
所定の生体接触圧力で体表面に接触した状態で移動させることができる。
【０１０６】
　この場合、被検体の体表面は平面ではないので、超音波プローブ１２０は、その移動中
に、体表面に垂直な方向に変動する。図２１は、体表面に垂直な方向に変動を模式的に示
したものである。また、超音波プローブ１２０が同じ位置にあったとしても、被検体の体
表面は、呼吸、拍動、体位移動等の体動によっても変動するため、これに応じて超音波プ
ローブ１２０の位置は変動する。
【０１０７】
　しかしながら、前述したように、ロボットアーム１１０にはアームセンサ１１１が装着
されており、このアームセンサ１１１によって、超音波プローブ１２０の３次元の位置情
報を取得できる。つまり、被検体の体表面に垂直な方向の変動も検出することができる。
そこで、開口合成処理機能３１２は、検出した変動量を用いてコヒーレント加算前の各遅
延量を補正し、体表面の変動を打ち消すことができる。また、コンパウンド処理機能３１
３は、検出した変動量を用いてインコヒーレント加算前の各遅延量を補正し、体表面の変
動を打ち消すことができる。
【０１０８】
　上述したように、スライス方向の開口長がアジマス方向（スキャン方向）よりも小さく
、スライス方向の分解能がアジマス方向よりも小さい超音波プローブ１２０であっても、
超音波プローブ１２０をロボットアーム１１０に保持してスライス方向に移動させ、移動
中に収集した受信信号に対して開口合成処理を行うことにより、アジマス方向及びスライ
ス方向が共に解像度の高い３次元画像を取得することができる。また、超音波プローブ１
２０はロボットアーム１１０で移動され、かつ、体表面の変動を補正によって打ち消すこ
とができるため、広い走査範囲に亘って、安定した３次元画像を取得することができる。
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【０１０９】
　図２２は、３次元空間での空間コンパウンドの概念を示す図である。ロボットアームに
よるプローブの移動は任意の方向に可能であり、同一領域を異なる方向より複数回走査し
、位置情報を利用して、同一部位の複数の信号にコンパウンド処理をすることが可能であ
る。
【０１１０】
　例えば，図２２に示す対象領域Ｐについて、図に示すとおり、スライス方向に図面上で
左方から右方にプローブをロボットアームで移動させ、超音波受信信号を取得する。次に
、プローブを９０度回転させて、紙面手前から紙面奥行き方向にプローブをロボットアー
ムで移動させ、超音波受信信号を取得する。対象領域Ｐに対して、１回目の走査と２回目
の走査でプローブの向きが異なっている。図９に示したとおり、２Ｄアレイプローブで、
素子の配置に異方性があり、プローブが作るビームの点広がり関数に異方性がある。ここ
で、点広がり関数とプローブのビーム幅とは互いに相関をもつ量である。
【０１１１】
　１Ｄアレイでは、スキャン面は電子フォーカスによって点広がり関数（即ち、ビーム幅
）を小さくすることができるが、スライス方向は、図１５に示したとおり、音響レンズに
よる固定フォーカスであり、プローブが作るビームの点広がり関数に大きな異方性がある
。異方性は、ビームのスキャン方向とスライス方向のみならず、深さ方向にも存在する。
対象領域について、プローブの向きやビームの入射角度が異なるデータをインコヒーレン
ト加算することで、より大きな空間コンパウド効果を期待することができる。
【０１１２】
　本実施形態では、ロボットアームにより、プローブの位置、各ビームの位置情報が正確
に記録されていることより、対象領域あるいは対象空間に対して、複数回の超音波走査デ
ータにより、空間コンパウド処理が可能である。より良い画質を得るために、空間コンパ
ウンド処理におけるビームのインコヒーレント加算において、夫々のビームの点拡がり関
数と、表示する断面の方向との関係を考慮することができる。例えば、インコヒーレント
加算において、表示する断面方向における点拡がり関数の小さいビームを、より大きく重
み付けして加算する、重み付け加算を採用することができる。
【０１１３】
　また、位置情報の付いた超音波ビームデータより、図２の３次元画像処理機能２１６に
より、ＭＰＲ画像や３次元画像を生成することができる。指定されたＭＰＲ断面の方向や
ボリューム像の投影断面方向に比較的点広がり関数の小さい空間分解能が高いビームの重
み付けを大きくして、インコヒーレント加算を行うことができる。あるいは、対象領域の
対象物の構造の方向（例えば、血管の走行方向）を検出して、対象物の延在方向に比較的
点広がり関数の小さい空間分解能が高いビームの重み付けを大きくして、インコヒーレン
ト加算を行うことができる。
【０１１４】
　また、体表寄りの平行断面を描出する場合において、構造の走行方向に応じて、加算す
るビーム間の重み付けを変更することもできる。例えば、血管構造が有る場合、血管の短
軸方向に点拡がり関数の小さいビームにより大きく重み付けして、重み付け加算する。こ
れによって、血管壁の短軸方向のぼけが緩和される。
【０１１５】
　さらに、空間コンパウンド処理を行う場合において、インコヒーレント加算の対象とな
る同一部位の夫々の信号に対して、各種の演算を行った後にインコヒーレント加算するこ
ともできる。例えば、夫々の信号の強度に基づいて重み付けした後にインコヒーレント加
算してもよい。また、同一部位に対して得られる複数の信号の中から、最大値及び最大値
に近い複数の信号を選択してインコヒーレント加算してもよい。或いは、同一部位に対し
て得られる複数の信号の中から、ＳＮＲの高い複数の信号を選択してインコヒーレント加
算してもよい。
【０１１６】
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　また、異なる送信周波数で送信した複数の受信信号をインコヒーレント加算してもよい
。送信周波数が高いと、ビーム幅が細くなって解像度が高くなるものの、被検体の深部で
の減衰が大きくなる。逆に、送信周波数が低いと、ビーム幅が太くなって解像度が低下す
るものの、被検体の深部での減衰は小さい。そこで、高い周波数、中程度の周波数、低い
周波数で送信して得られた各受信信号をインコヒーレント加算することにより、均一な品
質の画像を生成することができる。
【０１１７】
　以上説明してきたように、少なくとも１つの実施形態の超音波診断装置１によれば、解
像度が高く高画質の３次元画像を、広い走査範囲に亘って安定して取得することができる
。
【０１１８】
　なお、実施形態の超音波プローブ、送信回路、受信整相加算回路、及び、ロボットアー
ムは、夫々、特許請求の範囲の送信部、受信回路、及び、移動デバイスの一例である。ま
た、実施形態の移動開口整相加算機能、及びスライス方向開口合成処理機能は、特許請求
の範囲の移動開口合成の一例である。また、実施形態の送信整相加算機能、及びスキャン
方向送信開口合成処理機能は、特許請求の範囲の送信整相加算部の一例である。また、実
施形態の移動開口コンパウンド機能、及びスライス方向空間コンパウンド処理機能は、特
許請求の範囲の移動開口コンパウンド処理部の一例である。超音波プローブをスライス方
向に移動し、受信信号を逐次コンパウンド処理する例を例示したが、ロボットアームによ
るプローブの移動は、任意の方向に可能であり、同一領域を異なる方向より複数回走査し
、位置情報を利用して、同一部位の複数の信号にコンパウンド処理をすることが可能であ
る。また、実施形態の画像データ生成機能は、特許請求の範囲の画像生成部の一例であり
、実施形態のプローブ位置取得機能は、特許請求の範囲の位置取得部の一例である。
【０１１９】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【０１２０】
１…超音波診断装置
１１０…ロボットアーム
１１１…アームセンサ
１１２…プローブセンサ
１２０…超音波プローブ
１４０…ロボットアーム制御部、ロボットアーム制御回路(制御部）
１５０…磁気送信機
１６０…触覚付入力デバイス
２１０…第１の処理回路
３００…第２の処理回路
３１０…プローブ位置取得機能
３１１…信号収集機能
３１２…開口合成処理機能
３１３…空間コンパウンド処理機能
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